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(57)【要約】
【課題】一つのクライアント装置から新たな無線ネット
ワーク設定についての情報が入力されるだけで、無線ネ
ットワーク無線通信制御装置及び全てのクライアント装
置における無線ネットワーク設定が同期して変更される
無線ネットワークシステムを提供する。
【解決手段】該無線通信制御装置は、一つのクライアン
ト装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づい
て、全てのクライアント装置に設定変更指示を送信する
設定変更指示部と、その設定変更指示部の処理に同期し
て、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定内容
を更新する無線通信制御装置側設定内容更新部と、を備
える。該クライアント装置の各々は、設定変更指示部か
らの設定変更指示を受信する設定変更指示受信部と、そ
の設定変更指示受信部によって受信された設定変更指示
に基づいて、自クライアント装置内の無線ネットワーク
設定内容を更新するクライアント装置側設定内容更新部
と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信制御装置を介して複数のクライアント装置が接続される無線ネットワークシス
テムであって、
　該無線通信制御装置は、
　一つのクライアント装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、全てのク
ライアント装置に設定変更指示を送信する設定変更指示部と、
　前記設定変更指示部の処理に同期して、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定
内容を更新する無線通信制御装置側設定内容更新部と、
　を具備し、
　該クライアント装置の各々は、
　前記設定変更指示部からの設定変更指示を受信する設定変更指示受信部と、
　前記設定変更指示受信部によって受信された設定変更指示に基づいて、自クライアント
装置内の無線ネットワーク設定内容を更新するクライアント装置側設定内容更新部と、
　を具備する無線ネットワークシステム。
【請求項２】
　前記設定変更指示部による変更指示は、最初に、設定変更内容通知を送信した後、全て
のクライアント装置から応答があるか又は所定時間が経過するのを待って、設定変更時期
通知を送信することによって行われる、請求項１に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項３】
　該無線通信制御装置は、更に、
　設定変更時期と、該設定変更時期の各々についての各クライアント装置における設定変
更の成否と、を設定変更履歴情報として管理する設定変更履歴管理部、
　を具備する、請求項１に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項４】
　前記設定変更履歴管理部は、設定変更履歴情報のリストをクライアント装置の表示装置
に表示する設定変更履歴表示手段、を具備する、請求項３に記載の無線ネットワークシス
テム。
【請求項５】
　前記設定変更履歴管理部は、前記設定変更履歴情報のリストの表示画面に対する入力操
作に応じて、設定変更に失敗したクライアント装置についての設定変更処理を実行する設
定変更再試行手段、を具備する、請求項４に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項６】
　前記設定変更再試行手段は、設定変更に失敗したクライアント装置内の無線ネットワー
ク設定内容に適合する内容に無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定内容を戻した後
に設定変更処理を実行する、請求項５に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項７】
　該無線通信制御装置は、更に、
　全てのクライアント装置について現在の接続状態と最後の設定変更結果とを示す登録ク
ライアントリストをクライアント装置の表示装置に表示する登録クライアントリスト表示
部、
　を具備する、請求項１に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項８】
　複数のクライアント装置が接続される無線ネットワークにおける無線通信制御装置であ
って、
　一つのクライアント装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、全てのク
ライアント装置に設定変更指示を送信する設定変更指示部と、
　前記設定変更指示部の処理に同期して、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定
内容を更新する無線通信制御装置側設定内容更新部と、
　を具備する無線通信制御装置。
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【請求項９】
　前記設定変更指示部による変更指示は、最初に、設定変更内容通知を送信した後、全て
のクライアント装置から応答があるか又は所定時間が経過するのを待って、設定変更時期
通知を送信することによって行われる、請求項８に記載の無線通信制御装置。
【請求項１０】
　設定変更時期と、該設定変更時期の各々についての各クライアント装置における設定変
更の成否と、を設定変更履歴情報として管理する設定変更履歴管理部、
　を更に具備する、請求項８に記載の無線通信制御装置。
【請求項１１】
　前記設定変更履歴管理部は、設定変更履歴情報のリストをクライアント装置の表示装置
に表示する設定変更履歴表示手段を具備する、請求項１０に記載の無線通信制御装置。
【請求項１２】
　前記設定変更履歴管理部は、前記設定変更履歴情報のリストの表示画面に対する入力操
作に応じて、設定変更に失敗したクライアント装置についての設定変更処理を実行する設
定変更再試行手段、を具備する、請求項１１に記載の無線通信制御装置。
【請求項１３】
　前記設定変更再試行手段は、設定変更に失敗したクライアント装置内の無線ネットワー
ク設定内容に適合する内容に無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定内容を戻した後
に設定変更処理を実行する、請求項１２に記載の無線通信制御装置。
【請求項１４】
　全てのクライアント装置について現在の接続状態と最後の設定変更結果とを示す登録ク
ライアントリストをクライアント装置の表示装置に表示する登録クライアントリスト表示
部、
　を更に具備する、請求項８に記載の無線通信制御装置。
【請求項１５】
　無線通信制御装置を介して無線ネットワークに接続されるクライアント装置であって、
　該無線通信制御装置からの設定変更指示を受信する設定変更指示受信部と、
　前記設定変更指示受信部によって受信された設定変更指示に基づいて、自クライアント
装置内の無線ネットワーク設定内容を更新するクライアント装置側設定内容更新部と、
　を具備するクライアント装置。
【請求項１６】
　無線通信制御装置及び複数のクライアント装置を接続する無線ネットワークの設定を一
括変換する方法であって、
　該無線通信制御装置が、
　(a) 一つのクライアント装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、全て
のクライアント装置に設定変更指示を送信するステップと、
　(b) ステップ(a)に同期して、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定内容を更
新するステップと、
　を実行し、
　該クライアント装置の各々が、
　(c) ステップ(a)にて送信される設定変更指示を受信するステップと、
　(d) ステップ(c)にて受信された設定変更指示に基づいて、自クライアント装置内の無
線ネットワーク設定内容を更新するステップと、
　実行する方法。
【請求項１７】
　ステップ(a)は、最初に、設定変更内容通知を送信した後、全てのクライアント装置か
ら応答があるか又は所定時間が経過するのを待って、設定変更時期通知を送信することに
よって行われる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１８】
　複数のクライアント装置が接続される無線ネットワークにおける無線通信制御装置で実
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行されるプログラムであり、当該無線通信制御装置を、
　一つのクライアント装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、全てのク
ライアント装置に設定変更指示を送信する設定変更指示部と、
　前記設定変更指示部の処理に同期して、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定
内容を更新する無線通信制御装置側設定内容更新部と、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクセスポイントを介して複数のクライアント装置が接続されるワイヤレス
ＬＡＮ（Local Area Network）システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ワイヤレスＬＡＮによるネットワークの構築が盛んになってきている。特に、IE
EE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gといった、ワイヤレスＬＡＮの相互接続のための
技術標準仕様が次々に制定され、各メーカからもそれらに準拠する製品が供給されてくる
ようになり、実用的な速度で無線接続を安価に且つ簡単に実現することができるようにな
ってきていることが、普及に拍車をかけている。
【０００３】
　ワイヤレスＬＡＮを使ったネットワークの構築時には、接続に関しどの標準に準拠する
かという選択をして、ネットワーク名と呼ばれるネットワーク固有のＩＤと、ネットワー
クキーと呼ばれる、データの暗号化のための情報と、が設定される。
【０００４】
　同一標準のワイヤレスＬＡＮ機器は当然相互に接続可能であるが、IEEE802.11aとIEEE8
02.11b又はIEEE802.11gとの間には互換性がないため、相互に通信することができない。
また、IEEE802.11gにはIEEE802.11bに対する互換性モードがあり、互換性モードにおいて
のみ相互に通信することが可能になっている。
【０００５】
　ネットワーク名については、同一にしないと機器をネットワークに接続することができ
ない。
【０００６】
　ネットワークキーは、同一ネットワーク名でつながっている端末間でやりとりするデー
タを暗号化するために使用される。データを暗号化することにより、接続自体はされてい
るにも拘わらず、やりとりされるデータの中身が分からない状態にすることができる。セ
キュリティの面で有効であるため、ネットワークキーを設定することが推奨されている。
ネットワークキーとして使用される文字の長さとしては、６４ビット、１２８ビット、１
５２ビットなどを設定することができる。また、キーは最大４つ保存され、どの番号のキ
ーを使うかという情報まで全て同一にしないと、暗号を解読することができない仕組みに
なっている。
【０００７】
　このように、ワイヤレスＬＡＮ機器を接続するためには、さまざまなパラメータを同一
にする必要がある。このパラメータを変更するための設定方法については、設定が変更さ
れた時点で接続が切れてしまうという性格を持つために、今までは、次のいずれかの方法
で行われていた。
【０００８】
　第１の方法では、ワイヤレスＬＡＮアクセスポイント（ワイヤレスＬＡＮステーション
ともいう）の設定をしたあと、ネットワーク内のクライアント装置（パーソナルコンピュ
ータ）の設定が一台ずつ手動で変更される。なお、ワイヤレスＬＡＮアクセスポイントと
は、ワイヤレスＬＡＮインタフェースと有線ＬＡＮインタフェースとを具備し、ワイヤレ
スＬＡＮ端末同士の通信の中継機能、及び、ワイヤレスＬＡＮ端末と有線ＬＡＮ端末との



(5) JP 2010-98768 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

通信の中継機能を担う装置である。
【０００９】
　第２の方法では、クライアント装置から、設定ソフトウェアが起動される。すると、そ
のクライアント装置の設定とアクセスポイントの設定とが同期して実行される。ただし、
他のクライアント装置は同期して設定変更されないので、手動での設定変更が必要となる
。
【００１０】
　設定項目が多いために、ネットワークに接続しようとしているワイヤレスＬＡＮ機器の
全ての設定を手動で行っていると、設定に大変手間がかかる。ネットワーク内の全てのク
ライアント装置を同時に設定することができれば、設定の手間はかなり軽減されるが、現
在、そのような技術は提供されていない状況にある。
【００１１】
　なお、ワイヤレスＬＡＮの設定に関する先行技術文献として、下記特許文献１は、豊富
な入力インタフェースを備えていない機器をワイヤレスＬＡＮに接続可能とするために、
追加されるべき機器にアクセスポイントとしての機能を付加する技術について開示してい
る。
【００１２】
　また、下記特許文献２は、周波数ホッピング方式のスペクトラム拡散ワイヤレス送受信
装置を用いたワイヤレスＬＡＮにおいて、周波数ホッピング制御での周波数同期が一度非
確立状態になった際の再同期確立を迅速かつ確実に行う技術について開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００３－１４３１５６号公報
【特許文献２】特開平８－１８１６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、一つのクライア
ント装置から新たな無線ネットワーク設定についての情報が入力されるだけで、無線ネッ
トワーク無線通信制御装置及び全てのクライアント装置における無線ネットワーク設定が
同期して変更される無線ネットワークシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の一つの面（aspect）によれば、無線通信制御装置
を介して複数のクライアント装置が接続される無線ネットワークシステムであって、該無
線通信制御装置は、一つのクライアント装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基
づいて、全てのクライアント装置に設定変更指示を送信する設定変更指示部と、前記設定
変更指示部の処理に同期して、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定内容を更新
する無線通信制御装置側設定内容更新部と、を具備し、該クライアント装置の各々は、前
記設定変更指示部からの設定変更指示を受信する設定変更指示受信部と、前記設定変更指
示受信部によって受信された設定変更指示に基づいて、自クライアント装置内の無線ネッ
トワーク設定内容を更新するクライアント装置側設定内容更新部と、を具備する無線ネッ
トワークシステムが提供される。
【００１６】
　また、本発明によれば、好ましくは、前記設定変更指示部による変更指示は、最初に、
設定変更内容通知を送信した後、全てのクライアント装置から応答があるか又は所定時間
が経過するのを待って、設定変更時期通知を送信することによって行われる。
【００１７】
　また、本発明によれば、好ましくは、該無線通信制御装置は、更に、設定変更時期と、
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該設定変更時期の各々についての各クライアント装置における設定変更の成否と、を設定
変更履歴情報として管理する設定変更履歴管理部、を具備する。
【００１８】
　また、本発明によれば、好ましくは、前記設定変更履歴管理部は、設定変更履歴情報の
リストをクライアント装置の表示装置に表示する設定変更履歴表示手段、を具備する。
【００１９】
　また、本発明によれば、好ましくは、前記設定変更履歴管理部は、前記設定変更履歴情
報のリストの表示画面に対する入力操作に応じて、設定変更に失敗したクライアント装置
についての設定変更処理を実行する設定変更再試行手段、を具備する。
【００２０】
　また、本発明によれば、好ましくは、前記設定変更再試行手段は、設定変更に失敗した
クライアント装置内の無線ネットワーク設定内容に適合する内容に無線通信制御装置内の
無線ネットワーク設定内容を戻した後に設定変更処理を実行する。
【００２１】
　また、本発明によれば、好ましくは、該無線通信制御装置は、更に、全てのクライアン
ト装置について現在の接続状態と最後の設定変更結果とを示す登録クライアントリストを
クライアント装置の表示装置に表示する登録クライアントリスト表示部、を具備する。
【００２２】
　また、本発明によれば、複数のクライアント装置が接続される無線ネットワークにおけ
る無線通信制御装置であって、一つのクライアント装置からの無線ネットワークの設定変
更要求に基づいて、全てのクライアント装置に設定変更指示を送信する設定変更指示部と
、前記設定変更指示部の処理に同期して、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定
内容を更新する無線通信制御装置側設定内容更新部と、を具備する無線通信制御装置、が
提供される。
【００２３】
　また、本発明によれば、無線通信制御装置を介して無線ネットワークに接続されるクラ
イアント装置であって、該無線通信制御装置からの設定変更指示を受信する設定変更指示
受信部と、前記設定変更指示受信部によって受信された設定変更指示に基づいて、自クラ
イアント装置内の無線ネットワーク設定内容を更新するクライアント装置側設定内容更新
部と、を具備するクライアント装置、が提供される。
【００２４】
　また、本発明によれば、複数のクライアント装置が接続される無線ネットワークにおけ
る無線通信制御装置で実行されるプログラムであり、当該無線通信制御装置を、一つのク
ライアント装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、全てのクライアント
装置に設定変更指示を送信する設定変更指示部と、前記設定変更指示部の処理に同期して
、該無線通信制御装置内の無線ネットワーク設定内容を更新する無線通信制御装置側設定
内容更新部と、して機能させるためのプログラム、が提供される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明による無線ネットワークシステムにおいては、無線ネットワークの設定を変更す
る場合、一度の設定作業で接続された全てのネットワーク機器の設定が変更されるため、
設定作業が軽減される。
【００２６】
　また、本発明は、設定変更の履歴を保存することで、設定変更時に接続されていなかっ
た端末についても、現在の最新の設定に自動的に誘導することを可能にする。
【００２７】
　さらに、本発明は、設定変更時に、一時的に電波環境が悪化したりして、設定変更がさ
れなかった端末について、設定変更に失敗したという情報とともに一覧表示をすることで
、設定に失敗したことにユーザが気づかないという事態を確実に回避することを可能とす
る。
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【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の基本概念を示す図である。
【図２】図２は、本発明による無線ネットワークシステムの一実施形態としてのワイヤレ
スＬＡＮシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、アクセスポイント内のクライアント登録部による処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図４】図４は、登録クライアントＤＢのデータ構造を例示する図である。
【図５】図５は、設定変更要求のデータ構造を例示する図である。
【図６】図６は、設定内容詳細データを例示する図である。
【図７】図７は、アクセスポイント内のワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部による処理の手
順を示すフローチャートである。
【図８】図８は、設定変更内容通知のデータ構造を例示する図である。
【図９】図９は、クライアント装置内の設定変更指示受信部による処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】図１０は、設定変更時期通知のデータ構造を例示する図である。
【図１１】図１１は、設定変更履歴ＤＢのデータ構造を例示する図である。
【図１２】図１２は、アクセスポイント内の設定変更履歴管理部による設定変更履歴表示
処理の手順を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、設定変更履歴のリストを例示する図である。
【図１４】図１４は、アクセスポイント内の設定変更履歴管理部による設定変更再試行処
理の手順を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、アクセスポイント内の登録クライアントリスト表示部による処理の
手順を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、登録クライアントのリストを例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付図面を参照して本発明による無線ネットワークシステムの一実施形態として
のワイヤレスＬＡＮシステムについて説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の基本概念を示す図である。例えば、クライアント装置２００Ａから無
線通信制御装置としてのワイヤレスＬＡＮアクセスポイント１００に対してワイヤレスＬ
ＡＮの設定の変更が要求されると、ネットワーク内に存在する他のクライアント装置２０
０Ｂ及び２００ＣにおけるワイヤレスＬＡＮの設定も、アクセスポイント１００からの設
定変更指示に基づき自動的に連携して変更される。その結果、ユーザが設定変更作業を一
度するだけで、ネットワーク全体の設定変更を行うことが可能になる。
【００３１】
　また、設定変更時点で電源がオフになっていて接続されていなかったクライアント装置
についても、あとから接続しようとした場合に、変更履歴に基づいて設定変更処理が自動
的に実行される。以下、具体的な実現方法について説明する。
【００３２】
　図２は、本発明による無線ネットワークシステムの一実施形態としてのワイヤレスＬＡ
Ｎシステムの全体構成を示すブロック図である。このワイヤレスＬＡＮシステムは、無線
通信制御装置としてのワイヤレスＬＡＮアクセスポイント１００と、複数のクライアント
装置２００と、を備えている。アクセスポイント１００及びクライアント装置２００は、
それぞれ、プロセッサ、メモリ等を備え、プロセッサがソフトウェアを実行することによ
り、同図に示されるような構成部分を機能的に実現する。
【００３３】
　すなわち、アクセスポイント１００は、クライアント登録部１１０、ワイヤレスＬＡＮ
設定変更指示部１２０、アクセスポイント側設定内容更新部１３０、設定変更履歴管理部
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１４０、登録クライアントリスト表示部１５０、登録クライアントデータベース（ＤＢ）
１６０及び設定変更履歴データベース（ＤＢ）１７０を備える。
【００３４】
　ここで、クライアント登録部１１０は、任意のクライアント装置２００におけるユーザ
による入力に応じて、接続を許可するクライアント装置に関する情報を登録クライアント
ＤＢ１６０に登録する処理を実行する。
【００３５】
　また、ワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１２０は、クライアント装置２００からの設定
変更要求を受けて、アクセスポイント側設定内容更新部１３０及び全てのクライアント装
置２００に対して、要求された設定内容への変更を指示する処理を行う。
【００３６】
　また、アクセスポイント側設定内容更新部１３０は、ワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部
１２０からの指示を受けて、ワイヤレスＬＡＮアクセスポイント１００内のワイヤレスＬ
ＡＮ設定内容を更新する処理を行う。
【００３７】
　また、設定変更履歴管理部１４０は、設定変更時期と各クライアント装置についての設
定変更の成否とを、設定変更履歴情報として設定変更履歴ＤＢ１７０上で管理する処理を
行うとともに、クライアント装置２００からの設定変更履歴表示要求を受けて、設定変更
履歴リストを表示する処理を行う。
【００３８】
　また、登録クライアントリスト表示部１５０は、クライアント装置２００からの登録ク
ライアントリスト表示要求を受けて、登録クライアントＤＢ１６０及び設定変更履歴ＤＢ
１７０に格納された情報に基づき全てのクライアント装置について現在の接続状態と最新
の設定変更結果とを示す登録クライアントリストを表示する処理を行う。
【００３９】
　一方、各クライアント装置２００は、設定変更指示受信部２１０及びクライアント装置
側設定内容更新部２２０を備える。ここで、設定変更指示受信部２１０は、アクセスポイ
ント１００内のワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１２０から設定変更指示を受信する処理
を行う。また、クライアント装置側設定内容更新部２２０は、設定変更指示受信部２１０
によって受信された設定変更指示に基づいて、自クライアント装置２００内のワイヤレス
ＬＡＮ設定内容を更新する処理を行う。
【００４０】
　以下、各部における処理の概要について説明する。まず、クライアント装置の登録処理
について説明する。図３は、アクセスポイント１００内のクライアント登録部１１０によ
るクライアント登録処理の手順を示すフローチャートである。ネットワークに新たにクラ
イアント装置を接続する場合には、アクセスポイントへのクライアント装置の登録が必要
となる。この登録処理は、任意のクライアント装置２００におけるユーザ入力操作に基づ
いて、アクセスポイント１００内のクライアント登録部１１０が、登録クライアントＤＢ
１６０にクライアント装置情報を格納することによって実現される。なお、クライアント
装置を同定するための情報として、ネットワーク機器に固有の物理アドレスであるＭＡＣ
（Media Access Control）アドレスが使用される。
【００４１】
　まず、ステップ３０２において、クライアント登録部１１０は、ユーザによる入力操作
に基づいて、登録されるべきクライアント装置のＭＡＣアドレスを取得する。次いで、ス
テップ３０４において、クライアント登録部１１０は、ユーザに対してクライアント名を
入力するよう促すことにより、クライアント名を取得する。最後のステップ３０６におい
て、クライアント登録部１１０は、取得された情報を登録クライアントＤＢ１６０に格納
する。
【００４２】
　かかるクライアント登録処理によって構築される登録クライアントＤＢ１６０のデータ



(9) JP 2010-98768 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

構造が図４に例示される。同図に示されるように、登録クライアントＤＢ１６０は、ＩＤ
（Identifier）、クライアント名及びＭＡＣアドレスの各項目をクライアント装置の数だ
け記憶する。なお、ＩＤは、アクセスポイント１００における管理のために一意に付けら
れる。
【００４３】
　次に、ワイヤレスＬＡＮの設定を変更する処理について説明する。この処理は、任意の
クライアント装置２００からアクセスポイント１００に対して設定変更要求が送信され、
アクセスポイント１００内のワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１２０が起動されることに
よって開始される。
【００４４】
　かかる設定変更要求のデータ構造が図５に示される。同図に示されるように、設定変更
要求は、設定変更要求であることを示すヘッダと、新たに採用されるべき設定の内容を特
定する設定内容詳細データと、からなる。そして、その設定内容詳細データは、図６に示
されるように、ネットワーク名、暗号化方式、ネットワークキー及びキー番号からなる。
【００４５】
　かかる設定変更要求を受けてワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１２０が実行する処理の
手順が図７のフローチャートに示される。まず、ステップ４０２では、登録クライアント
ＤＢ１６０（図４）から登録クライアントのリストを抽出する。
【００４６】
　次いで、ステップ４０４では、抽出された登録クライアントリストに基づいて、全ての
クライアント装置２００に対し設定変更内容通知を送信する。かかる設定変更内容通知の
データ構造が図８に示される。同図に示されるように、設定変更内容通知は、設定変更内
容通知であることを示すヘッダと、新たに採用されるべき設定の内容を特定する設定内容
詳細データと、からなる。その設定内容詳細データは、図６に示されるものと同一である
。
【００４７】
　一方、クライアント装置２００内の設定変更指示受信部２１０による処理の手順が図９
のフローチャートに示される。同図に示されるように、設定変更指示受信部２１０は、ま
ず、ステップ５０２において、アクセスポイント１００から送信された前述の設定変更内
容通知（図８）を受信する。次いで、ステップ５０４では、当該設定変更内容通知を受信
した旨の応答をアクセスポイント１００に送信する。
【００４８】
　図７に戻り、アクセスポイント１００内のワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１２０は、
前述のステップ４０４の実行後、ステップ４０６に進む。ステップ４０６では、クライア
ント装置２００からの応答を待つ。次のステップ４０８では、全てのクライアント装置か
ら前述の応答があったか否かを判定し、その判定結果がＹＥＳの場合にはステップ４１４
に進む一方、その判定結果がＮＯの場合にはステップ４１０に進む。
【００４９】
　ステップ４１０では、所定の応答待ち時間が経過したか否かを判定し、経過していない
場合にはステップ４０６に戻る一方、経過している場合にはステップ４１２に進む。ステ
ップ４１２では、応答のなかったクライアント装置をメモリに記録する処理を行い、ステ
ップ４１４に進む。
【００５０】
　ステップ４０８又は４１２に次いで実行されるステップ４１４では、応答のあった全て
のクライアント装置２００に対し設定変更時期通知を送信する。かかる設定変更時期通知
のデータ構造が図１０に示される。同図に示されるように、設定変更時期通知は、設定変
更時期通知であることを示すヘッダと、既に送信されている新たな設定の内容を反映すべ
き設定変更日時データと、からなる。
【００５１】
　一方、クライアント装置２００内の設定変更指示受信部２１０は、図９のステップ５０
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４の実行後、ステップ５０６に進む。ステップ５０６では、アクセスポイント１００から
の設定変更時期通知を待つ。次のステップ５０８では、アクセスポイント１００から設定
変更時期通知があったか否かを判定し、その判定結果がＹＥＳの場合にはステップ５１０
に進む一方、その判定結果がＮＯの場合にはステップ５０６に戻る。
【００５２】
　ステップ５１０では、設定変更指示受信部２１０が、クライアント装置側設定内容更新
部２２０を起動し、起動されたクライアント装置側設定内容更新部２２０が、設定変更時
期通知で指定された設定変更日時に、設定変更内容通知で指定された設定内容に基づいて
クライアント装置２００内のワイヤレスＬＡＮ設定内容を更新する処理を行う。以上で、
クライアント装置側の設定内容変更処理が完了する。
【００５３】
　再び、図７に戻ると、アクセスポイント１００内のワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１
２０は、前述のステップ４１４の実行後、ステップ４１６に進む。ステップ４１６では、
ワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１２０が、アクセスポイント側設定内容更新部１３０を
起動し、起動されたアクセスポイント側設定内容更新部１３０が、設定変更時期通知で指
定された設定変更日時に、設定変更内容通知で指定された設定内容に基づいてアクセスポ
イント１００内のワイヤレスＬＡＮ設定内容を更新する処理を行う。かくして、原則的に
、ネットワーク内の全てのワイヤレスＬＡＮ設定が同時に変更されることとなる。
【００５４】
　最後のステップ４１８において、ワイヤレスＬＡＮ設定変更指示部１２０は、今回の設
定変更の結果を設定変更履歴管理部１４０に報告する。報告を受けた設定変更履歴管理部
１４０は、設定変更時期と各クライアント装置における設定変更の成否とを設定変更履歴
情報として設定変更履歴ＤＢ１７０上に反映させる処理を行う。
【００５５】
　かかる設定変更履歴ＤＢ１７０のデータ構造の例が図１１に示される。同図に示される
ように、設定変更履歴ＤＢ１７０は、履歴ＩＤ、設定変更日時、ネットワーク名、暗号化
方式、ネットワークキー、キー番号、成功したクライアント名及び失敗したクライアント
名の各項目を、設定変更ごとに記憶する。
【００５６】
　また、設定変更履歴管理部１４０は、設定変更履歴情報のリスト表示画面を任意のクラ
イアント装置の表示装置に表示する処理をも行う。かかる設定変更履歴表示処理の手順が
図１２のフローチャートに示される。この処理は、任意のクライアント装置２００におけ
るユーザ入力操作に基づいて起動される。
【００５７】
　まず、ステップ６０２では、登録クライアントＤＢ１６０（図４）から登録クライアン
トのリストを抽出する。次いで、ステップ６０４では、設定変更履歴ＤＢ１７０（図１１
）から、全てのクライアント装置についての設定変更履歴情報を抽出する。最後に、ステ
ップ６０６において、抽出された情報に基づき、設定変更履歴のリストをクライアント装
置２００の表示装置に表示する。
【００５８】
　表示される設定変更履歴リストの例が図１３に示される。同図に例示されるように、設
定変更履歴リストは、過去所定回数分の設定変更の日時と、それぞれの設定変更時におい
て各クライアント装置の設定変更が成功したか又は失敗したかについての表示と、を表す
ものである。
【００５９】
　また、図１３に示される設定変更履歴リストにおいては、クライアント装置のうち設定
変更に失敗しているものについて、そのクライアント名に付随して設定変更ボタンが表示
される。そして、そのボタンをユーザが押すことで現在の最新の設定内容に自動的に設定
が変更されるようになっている。
【００６０】
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　図１３の例では、端末「Fall」の設定変更ボタンを押すと、履歴における成功した設定
変更中の最新の情報（この例では、１回前の設定変更の内容）が設定履歴ＤＢ１７０から
取得され、その内容にアクセスポイント側の設定が一時的に変更されて端末「Fall」との
接続が試みられる。
【００６１】
　設定変更履歴管理部１４０によるこのような設定変更再試行処理の手順が図１４のフロ
ーチャートに示される。まず、ステップ７０２では、設定変更履歴リストの表示画面にお
いて設定変更ボタンが押下されたことを検出する。次いで、ステップ７０４では、押下さ
れた設定変更ボタンに係るクライアントに関して、最後に成功した設定変更を探索し、そ
の設定内容にアクセスポイント側の設定を戻す。
【００６２】
　次いで、ステップ７０６では、当該クライアント装置との接続状態を確認し、ステップ
７０８では、接続に成功したか否かを判定する。接続に成功した場合には、ステップ７１
０に進み、当該クライアントの設定もネットワーク上の最新の設定内容に更新されるよう
に設定変更処理を行う。この処理は、図７に示された処理と同様である。一方、接続に失
敗した場合には、ステップ７１２に進み、その旨のエラーメッセージを表示する。
【００６３】
　この設定変更再試行処理により、本来の設定変更時につながっていなかったクライアン
ト装置や設定変更に失敗したクライアント装置についても、後から接続する場合の設定の
手間が削減されることとなる。
【００６４】
　また、本実施形態においては、登録クライアントをリストにして表示をすることができ
るように、アクセスポイント１００に登録クライアントリスト表示部１５０（図２）が設
けられている。かかる登録クライアントリスト表示部１５０による処理の手順が図１５の
フローチャートに示される。この処理は、任意のクライアント装置２００におけるユーザ
入力操作に基づいて起動される。
【００６５】
　まず、ステップ８０２では、登録クライアントＤＢ１６０（図４）から登録クライアン
トを抽出する。次いで、ステップ８０４では、全てのクライアントのリストを作成する。
そして、次のステップ８０６では、クライアントごとに、接続状態にあるか又は非接続状
態にあるかを調べ、その結果をリストの該当欄に表示する。
【００６６】
　次いで、ステップ８０８では、設定変更履歴ＤＢ１７０（図１１）から、全てのクライ
アントについて最後の設定変更結果を抽出する。そして、ステップ８１０では、最後の設
定変更において失敗したクライアントがあったかどうかを判定し、判定結果がＹＥＳの場
合には、ステップ８１２に進み、失敗しているクライアントについてその旨をリストの該
当欄に表示する。
【００６７】
　かかる登録クライアントリスト表示部１５０の処理により画面に表示される登録クライ
アントリストの例が図１６に示される。この例示される登録クライアントリストによれば
、クライアント装置「Spring」は、最後の設定変更に成功し、現在も接続状態にある。ま
た、クライアント装置「Summer」は、最後の設定変更には成功しているが、現在は電源オ
フ状態にあって接続されていない。また、クライアント装置「Fall」は、最後の設定変更
に失敗しており、その結果、設定の不整合に起因して現在、非接続状態にある。
【００６８】
　このように登録クライアントリストが表示されることで、全てのクライアント装置につ
いて、設定変更の成否の確認が容易になされる。したがって、設定に失敗していることに
ユーザが気づかないという事態を確実に回避することが可能になる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月20日(2010.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、複数の無線装置に変更内容を含む設定変
更指示を送信する設定変更指示部と、
　制御装置内の無線ネットワーク設定内容を前記変更内容で更新する設定内容更新部と、
　を有する制御装置と、
　前記設定変更指示部からの設定変更指示を受信する設定変更指示受信部と、
　前記設定変更指示受信部によって受信された設定変更指示に基づいて、自無線装置内の
無線ネットワーク設定内容を更新する設定内容更新部と、
　を有する無線装置と、
　を具備することを特徴とする無線ネットワークシステム。
【請求項２】
　前記設定変更指示部による変更指示は、最初に、設定変更内容通知を送信した後、複数
の無線装置から応答があるか又は所定時間が経過するのを待って、設定変更時期通知を送
信することによって行われる、請求項１に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項３】
　該制御装置は、更に、
　設定変更時期と、該設定変更時期の各々についての各無線装置における設定変更の成否
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と、を設定変更履歴情報として管理する設定変更履歴管理部、
　を具備する、請求項１に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項４】
　前記設定変更履歴管理部は、設定変更履歴情報のリストを表示装置に表示する設定変更
履歴表示手段、を具備する、請求項３に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項５】
　前記設定変更履歴管理部は、前記設定変更履歴情報のリストの表示画面に対する入力操
作に応じて、設定変更に失敗した無線装置についての設定変更処理を実行する設定変更再
試行手段、を具備する、請求項４に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項６】
　前記設定変更再試行手段は、設定変更に失敗した無線装置内の無線ネットワーク設定内
容に適合する内容に制御装置内の無線ネットワーク設定内容を戻した後に設定変更処理を
実行する、請求項５に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項７】
　該制御装置は、更に、
　複数の無線装置について現在の接続状態と最後の設定変更結果とを示す登録無線装置リ
ストを表示装置に表示する登録無線装置リスト表示部、
　を具備する、請求項１に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項８】
　前記設定変更指示部は、一つの無線装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づ
いて、複数の無線装置に設定変更指示を送信する、請求項１に記載の無線ネットワークシ
ステム。
【請求項９】
　制御装置及び複数の無線装置を接続する無線ネットワークの設定を一括変換する方法で
あって、
　該制御装置が、
　(a) 無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、複数の無線装置に変更内容を含む設
定変更指示を送信するステップと、
　(b) 該制御装置内の無線ネットワーク設定内容を前記変更内容で更新するステップと、
　を実行し、
　該無線装置の各々が、
　(c) ステップ(a)にて送信される設定変更指示を受信するステップと、
　(d) ステップ(c)にて受信された設定変更指示に基づいて、自無線装置内の無線ネット
ワーク設定内容を更新するステップと、
　を実行する方法。
【請求項１０】
　ステップ(a)は、最初に、設定変更内容通知を送信した後、複数の無線装置から応答が
あるか又は所定時間が経過するのを待って、設定変更時期通知を送信することによって行
われる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　該制御装置は、更に、
　(e) 設定変更時期と、該設定変更時期の各々についての各無線装置における設定変更の
成否と、を設定変更履歴情報として管理するステップ、
　を実行する、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ(e)は、
　(f) 設定変更履歴情報のリストを表示装置に表示するステップ、
　を実行する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ステップ(e)は、
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　(g) 前記設定変更履歴情報のリストの表示画面に対する入力操作に応じて、設定変更に
失敗した無線装置についての設定変更処理を実行するステップ、
　を実行する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ステップ(g)は、設定変更に失敗した無線装置内の無線ネットワーク設定内容に適合す
る内容に制御装置内の無線ネットワーク設定内容を戻した後に設定変更処理を実行する、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　該制御装置は、更に、
　(h) 複数の無線装置について現在の接続状態と最後の設定変更結果とを示す登録無線装
置リストを表示装置に表示するステップ、
　を実行する、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　ステップ(a)は、一つの無線装置からの無線ネットワークの設定変更要求に基づいて、
複数の無線装置に設定変更指示を送信する、請求項９に記載の方法。
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